
２０２６年ジュニアカート選手権 統一規則 

※下線部：変更箇所 

２０２６年規則 ２０２５年規則 

２０２６年ジュニアカート選手権統一規則 

ジュニア部門 ジュニアカデット部門  

 

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の

公認のもとにＦＩＡ国際モータースポーツ 競技規則／国際カート規則および

その付則に準拠したＪＡＦ 国内競技規則／ＪＡＦ国内カート競技規則および

その細則、 ２０２６年（以下「当該年」という。）日本カート選手権規 定、本

統一規則、および競技会特別規則に従って開催される。 

 

第１条～第１５条（略） 

 

第１６条 エンジン 

１．～３．２）（略） 

３）最初に行われる公式練習開始時間前までは、技術委員長の承認のもとにエンジ

ンの封印の解除、および再登録または再封印が認められる。 

４．～５．（略） 

 

第１７条 カート 

１．～２．（略） 

３．ナンバープレートは前後に必備とする。その取り付け方および形状につい

ては「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」 第９条１．および第２８条による。

側方のナンバーは最小高１２ｃｍとする。なお、前方にはフロントパネルを

装着しなければならない。 

４．～７. (略) 

８．排気装置については「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第２２条による。ジュ

ニア部門およびジュニアカデット部門で使用するマフラーは、当該エンジン指定

のメーカー純正マフラーのみとする。 

２０２５年ジュニアカート選手権統一規則 

ジュニア部門 ジュニアカデット部門  

 

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の

公認のもとにＦＩＡ国際モータースポーツ 競技規則／国際カート規則および

その付則に準拠したＪＡＦ 国内競技規則／ＪＡＦ国内カート競技規則および

その細則、 ２０２５年（以下「当該年」という。）日本カート選手権規 定、本

統一規則、および競技会特別規則に従って開催される。 

 

第１条～第１５条（略） 

 

第１６条 エンジン 

１．～３．２）（略） 

３）最初に行われる公式練習開始時間前までは、技術委員長の承認のもとにエンジ

ンおよびマフラーの封印の解除、および再登録または再封印が認められる。 

４．～５．（略） 

 

第１７条 カート 

１．～２．（略） 

３．ナンバープレートは前後に必備とする。その取り付け方および形状につい

ては「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」 第９条１．および第２８条による。

側方のナンバーは最小高１５ｃｍとする。なお、前方にはフロントパネルを

装着しなければならない。 

４．～７．（略） 

８．排気装置については「ＪＡＦ国内カート競技車両規則」第２２条による。使用

できるマフラーは封印されたもののみとする。ジュニア部門およびジュニアカデッ

ト部門で使用するマフラーは、当該エンジン指定のメーカー純正マフラーのみとす



 

９．～１２．（略） 

 

第１８条～第２０条（略） 

 

第２１条 車両検査 

１．～５．（略） 

６．エンジンがＪＡＦ封印（ワイヤー封印）されているカテゴリーにおいて、

第２レース終了後に実施されるエンジン封印部分の再車検結果に基づくペナ

ルティは、第１レースにも適用され、第１レースの正式結果は第２レースの

正式結果と同時に発表される。なお、第１レース後に再車検実施の場合はこ

の限りではない。 

７．「カート競技会運営に関する規定」第３１条に基づき、 レース後オーガナ

イザーが指定したエリアで計量が行われる。 

 

第２２条～第２９条（略） 

 

第３０条 その他競技に関する一般事項 

１．（略） 

２．走路外走行等に対するに対するペナルティは競技長の判断による。 

３．～１２．（略） 

 

 

 

 

１３．～１５．（以降項目番号繰り上げ） 

１６．消火器携帯の義務について 

各ドライバーは全ての競技会において、下記条件を備えた消火器を１本以上備

えていなければならない。 

また、ピット、パドックでの火気厳禁徹底に努めなければならない。 

る。 

９．～１２．（略） 

 

第１８条～第２０条（略） 

 

第２１条 車両検査 

１．～５．（略） 

 

 

 

 

 

６．「カート競技会運営に関する規定」第３１条に基づき、 レース後オーガナ

イザーが指定したエリアで計量が行われる。  

 

第２２条～第２９条（略） 

 

第３０条 その他競技に関する一般事項 

１．（略） 

２．コースアウトに対するペナルティは競技長の判断による。 

３．～１２．（略） 

１３．競技中において、前方の競技ナンバープレートが脱落、若しくは脱落し

そうな場合はオレンジディスクのある黒旗（番号を添えて提示）が振られる。

それに該当するカートは必ず１度ピットインして競技ナンバープレートを取 

付け直すこと。 

１４．～１６．（略）  

１７．消火器携帯の義務について 

各ドライバーは全ての競技会において、下記条件を備えた消火器を１本以上備

えていなければならない。 

また、ピット、パドックでの火気厳禁徹底に努めなければならない。 



【携帯用消火器の条件】 

■種 類：ＡＢＣ粉末タイプ 

■大きさ：４型（内容量１．２ｋｇ）以上 

■その他： 消防法に適応しているメーカーが指定する使用期限内であるこ

と 

１７． （以降項目番号繰り上げ） 

 

第３１条～第３２条（略） 

 

第３３条 ピットでの作業 

ピットは指定された場所を使用しなければならない（競技長から指示があっ

た場合を除く）。またピット内で作業し得るものは当該部門に出場しているドラ

イバーとピット要員のみとし、ピット要員は指定されたクレデンシャルを装着

しなければならない。走行中のドライバーに対してピット・サインを送る場合

は、ピット要員に限り指定されたエリア内においてのみ表示することができる。 

レース中燃料の補給をしてはならない。 

 

第３４条（略） 

 

第３５条 ピット内 

ピットにおける火気の使用を禁止する。燃料の容器は２２㍑以内の消防法に

適合した金属製の携行缶でなければならない。 

 

第３６条（略） 

 

第３７条 ペナルティ 

１．～６．（略） 

＜ペナルティの例＞ 

（１）～（７）（略） 

 

【携帯用消火器の条件】 

■種 類：ＡＢＣ粉末タイプ 

■大きさ：４型（内容量１．２ｋｇ）以上 

 

 

１８．（略） 

 

第３１条～第３２条（略） 

 

第３３条 ピットでの作業 

ピットは指定された場所を使用しなければならない（競技長から指示があった場

合を除く）。またピット内で作業し得るものは当該部門に出場しているドライバー

とピット要員のみとし、ピット要員は指定されたクレデンシャルを装着しなければ

ならない。走行中のドライバーに対してピット・サインを送る場合は、ピット要員

に限り各自のピット・エリア内においてのみ表示することができる。 

レース中燃料の補給をしてはならない。 

 

第３４条（略） 

 

第３５条 ピット内 

ピットにおける火気の使用を禁止する。燃料の容器は２０㍑以内の消防法に

適合した金属製の携行缶でなければならない。 

 

第３６条（略） 

 

第３７条 ペナルティ 

１．～６．（略） 

＜ペナルティの例＞ 

（１）～（７）（略） 

（８）エンジンがＪＡＦ封印（ワイヤー封印）されているカテゴリーにおいて、第



 

 

 

 

 

（８）～（２０） （以降項目番号繰り上げ） 

（２１）指定エリア（ピット、パドック等）以外で作業した場合 

⇒当該ヒート失格 

（２２）～（２７） （以降項目番号繰り上げ） 

第３８条～第４９条（略） 

以上 

２レース終了後に実施されるエンジン封印部分の再車検結果に基づくペナル

ティは、第１レースにも適用され、第１レースの正式結果は第２レースの正式

結果と同時に発表される。なお、第１レース後に再車検実施の場合はこの限り

ではない。 

⇒レース失格 

（９）～（２１）（略） 

（２２）指定エリア（ピット、パドック）以外で作業した場合 

⇒当該ヒート失格 

（２３）～（２８）（略） 

第３８条～第４９条（略） 

以上 

 




